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(57)【要約】
【課題】比較的簡易な構成であり、かつ、Ｖｔ１を３つ
以上の多くの電圧値に設定することを可能にする、ＥＳ
Ｄ（静電気放電）対策用の保護素子を提供する。
【解決手段】半導体層に形成された、ソース領域１２及
びドレイン領域１３と、半導体層上にゲート絶縁膜１４
を介して形成されたゲート１５と、ソース領域１２の表
面に接続され、グラウンドに電気的に接続されたソース
電極と、ドレイン領域１２の表面に接続され、サージ入
力が入力されるドレイン電極と、ソース電極とゲート１
５との間に接続されたダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ
）とを含んで、回路素子を保護するための保護素子を構
成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路素子を保護するための保護素子であって、
　半導体層に形成された、ソース領域及びドレイン領域と、
　前記半導体層上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲートと、
　前記ソース領域の表面に接続され、グラウンドに電気的に接続されたソース電極と、
　前記ドレイン領域の表面に接続され、サージ入力が入力されるドレイン電極と、
　前記ソース電極と前記ゲートとの間に接続されたダイオードとを含む
　保護素子。
【請求項２】
　前記ダイオードは、複数個のダイオードが順方向を同じ方向として直列に接続されてい
る、請求項１に記載の保護素子。
【請求項３】
　前記ゲートと前記ドレイン電極との間に接続されている、抵抗をさらに含む、請求項１
に記載の保護素子。
【請求項４】
　前記ダイオードに並列に接続された第２の抵抗と、前記抵抗と直列に接続された第２の
ダイオードとを、さらに含む請求項３に記載の保護素子。
【請求項５】
　複数個の前記ゲート及び前記ソース電極の組に対して、前記ダイオードが共通に接続さ
れている、請求項１に記載の保護素子。
【請求項６】
　回路素子と、
　前記回路素子に接続され、半導体層に形成された、ソース領域及びドレイン領域と、前
記半導体層上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲートと、前記ソース領域の表面に接続
され、グラウンドに電気的に接続されたソース電極と、前記ドレイン領域の表面に接続さ
れ、サージ入力が入力されるドレイン電極と、前記ソース電極と前記ゲートとの間に接続
されたダイオードとを含み、前記回路素子を保護するための保護素子とを備えた
　半導体装置。
【請求項７】
　前記保護素子は、前記ゲートと前記ドレイン電極との間に接続されている、抵抗をさら
に含む、請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記保護素子は、前記ダイオードに並列に接続された第２の抵抗と、前記抵抗と直列に
接続された第２のダイオードとを、さらに含む請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＥＳＤ（静電気放電）対策用の保護素子、並びに、この保護素子を備えた半
導体装置に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＳＤ（静電気放電）対策用の保護素子として、ＧＧＭＯＳ(Gate Grounded MOS)、サ
イリスタ、ＲＣタイマ等が知られている。
　これらの保護素子は、それぞれ用途によって使い分けされているが、ＧＧＭＯＳは構造
が単純で、最も以前から使われている。
【０００３】
　ここで、ＧＧＭＯＳの構造例を図７に示す。
　図７は、ＮＭＯＳ型のＧＧＭＯＳであり、ＰＷｅｌｌ領域５１、ソース領域５２、ドレ
イン領域５３、ゲート絶縁膜５４、ゲート５５からなる。
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　ＧＧＭＯＳ構造とは、図７に示すように、通常のＭＯＳトランジスタと同じ構造に対し
て、ゲート５５とソース領域５２とを短絡して、グラウンド（接地電位）ＧＮＤに落とす
構造である。
【０００４】
　ここで、ドレインから入るサージ入力に対しては、図８に示すように、ある電圧（Ｖｔ
１）までは動作せず（電流が流れず）、Ｖｔ１に達すると、バイポーラ動作を始めて電圧
は下がり、大量に電流が流れるようになる。
【０００５】
　しかし、従来のＧＧＭＯＳ構造を用いたＥＳＤ保護素子では、ゲート長や各領域（Ｗｅ
ｌｌ、ソース・ドレイン）の不純物濃度等の構成から、電圧Ｖｔ１が特定の値に決まって
しまう。
　そのため、用途に応じて、所望の値に電圧Ｖｔ１を制御するためには、保護素子の構成
を変更する必要がある。
【０００６】
　Ｖｔ１を上げる方法としては、ゲート長を長くする等、比較的簡易な方法がある。
　Ｖｔ１を下げる方法としては、（１）耐圧の低い不純物構成に変える方法、（２）Ｗｅ
ｌｌ領域の電位をフローティング電位にする方法、（３）ゲート電圧を制御する回路を設
ける方法（例えば、非特許文献１参照。）、が知られている。
【０００７】
　非特許文献１では、図９に示すように、ゲート電圧によってＶｔ１が変化することを利
用している。そして、ゲート電圧を制御する回路を入力段に設けて、この回路でサージ電
流を感知して、保護素子のゲート電圧がドレイン電圧と同じ電圧になるように制御してい
る。
　これにより、図９においてＶｇｓ＝Ｖｄｓとなるので、従来構成のＶｇｓ＝０Ｖの場合
と比較して、Ｖｔ１を下げることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】M. G. Khazhinskyet al.,”Engineering Single NMOS and PMOS Output
 Buffers for Maximum Failure Voltage in Advanced CMOS technologies”, EOS/ESD Sy
mposium 2004
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前述したＶｔ１を下げるそれぞれの方法には、以下に説明する問題点が
ある。
【００１０】
　まず、（１）の耐圧の低い不純物構成に変える方法では、保護素子の部分の製造工程の
変更を伴う。
　また、ＰＷｅｌｌ領域の不純物濃度が、保護素子と回路素子とで異なっていると、それ
ぞれ別々の工程でＰＷｅｌｌ領域を作製する必要が生じて、工程数が増大する。
【００１１】
　次に、（２）のＷｅｌｌ領域の電位をフローティング電位にする方法では、従来のＶｔ
１と、フローティング電位にした場合のＶｔ１との２つのＶｔ１しか得られない。即ち、
Ｖｔ１は、高い電圧と低い電圧の特定の２つの電圧値しか実現できない。
【００１２】
　次に、（３）ゲート電圧を制御する方法では、入力段に設ける制御用の回路構成が複雑
となり、その分大きい面積を必要とする。
　また、前述した非特許文献１に記載された方法では、ゲート電圧をドレイン電圧と同じ
電圧にするので、やはりＶｔ１は高い電圧と低い電圧の特定の２つの電圧値しか実現でき
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ない。
【００１３】
　上述した問題の解決のために、本発明においては、比較的簡易な構成であり、かつ、Ｖ
ｔ１を３つ以上の多くの電圧値に設定することを可能にする、ＥＳＤ（静電気放電）対策
用の保護素子を提供するものである。また、この保護素子を備えた半導体装置を提供する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の保護素子は、回路素子を保護するための保護素子である。
　そして、半導体層に形成された、ソース領域及びドレイン領域と、半導体層上にゲート
絶縁膜を介して形成されたゲートとを含む。
　また、ソース領域の表面に接続され、グラウンドに電気的に接続されたソース電極と、
ドレイン領域の表面に接続され、サージ入力が入力されるドレイン電極とを含む。
　さらに、ソース電極とゲートとの間に接続されたダイオードを含む。
【００１５】
　本発明の半導体装置は、回路素子と、この回路素子に接続され、上記本発明の保護素子
の構成である保護素子とを備えたものである。
【００１６】
　上述の本発明の保護素子の構成によれば、グラウンドに電気的に接続されたソース電極
と、ゲートとの間に、ダイオードが接続されているので、ゲートの電位を、グラウンドか
らシフトさせることができ、前述したＶｔ１の値を変えることができる。
　そして、ソース電極とゲートとの間に接続されたダイオードの個数によって、ゲートの
電位を変えることができるので、これに対応してＶｔ１の値を変えることができる。
【００１７】
　上述の本発明の半導体装置の構成によれば、回路素子に本発明の保護素子を接続してい
るので、保護素子において、ソース電極とゲートとの間に接続されたダイオードの個数に
よって、ゲートの電位を変えて、Ｖｔ１の値を変えることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　上述の本発明によれば、ソース電極とゲートとの間に接続されたダイオードの個数によ
ってＶｔ１を変えることが可能であるため、ダイオードの個数に応じてＶｔ１を３つ以上
の多くの電圧値に設定することが可能になる。
　そして、従来のＧＧＭＯＳ構造の保護素子と比較して、低い値のＶｔ１の保護素子を作
製することも可能になる。
【００１９】
　また、本発明の保護素子は、ＭＯＳ構造にダイオードを設けた構成であるが、ダイオー
ドはＭＯＳ構造を作製する際に作りこむことができるので、追加工程を必要とせず、一般
的なＭＯＳ構造作成工程で容易に作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）である。
【図２】図１の構成において、ダイオードの数を変えたときのドレイン電圧と電流との関
係をＴＣＡＤによって計算した結果を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）である。
【図４】本発明の第３の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）である。
【図５】図４の構成において、ダイオードの数を変えたときのドレイン電圧と電流との関
係をＴＣＡＤによって計算した結果を示す図である。
【図６】本発明の第４の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）である。
【図７】従来のＧＧＭＯＳ構造の保護素子の断面図である。
【図８】ＧＧＭＯＳ構造における、サージ入力電圧とリーク電流との関係を示した図であ
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る。
【図９】ＧＧＭＯＳ構造において、ゲート電圧を変えたときの、それぞれのゲート電圧に
おける、サージ入力電圧とリーク電流との関係を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態とする）について説明する
。
　なお、説明は以下の順序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．第３の実施の形態
４．第４の実施の形態
５．変形例
【００２２】
＜１．第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）を、図１に示す。
　本実施の形態の保護素子は、図７に示したＧＧＭＯＳ構造の保護素子と同じく、ＥＳＤ
（静電気放電）対策用の保護素子となるものである。
　図１に示すように、半導体層（半導体基板やエピタキシャル層等）に形成されたＰＷｅ
ｌｌ領域１１の表面部に、ｎ＋の不純物領域によって、ソース領域１２及びドレイン領域
１３が形成されている。そして、ソース領域１２及びドレイン領域１３の間の半導体層の
上に、ゲート絶縁膜１４を介して、ゲート１５が形成されている。
　即ち、通常のＮＭＯＳトランジスタと同様の、ＮＭＯＳ構造を有している。
　ソース領域１２及びドレイン領域１３には、それぞれ半導体層の表面で、電極１６が接
続されている。また、電極１６の上やゲート１５以外の部分は、絶縁層１７で覆われてい
る。
【００２３】
　本実施の形態の保護素子においては、特に、ゲート１５とソース領域１２に接続された
電極（ソース電極）１６とを、図７に示した構成のように直接電気的に接続するのではな
く、間に２個のダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）を介して接続している。
　２個のダイオード２１Ａ，２１Ｂは、いずれも順方向がゲート１５からグラウンド（接
地電位）ＧＮＤに向かう向きであり、かつ、直列に接続されている。
　なお、ソース領域１２に接続された電極（ソース電極）１６は、図７に示した構成と同
様に、グラウンド（接地電位）ＧＮＤに直接接続されている。
【００２４】
　これにより、ゲート１５の電位（図１の電位Ａと等しい）を、グラウンド（接地電位）
ＧＮＤから、ダイオード２１Ａ，２１Ｂにかかる電圧の分だけ、正電位にシフトさせるこ
とができる。
　このようにゲートの電位を接地電位から正電位にシフトさせることにより、先に示した
図９からわかるように、Ｖｔ１を低減することができる。
【００２５】
　さらに、本実施の形態の保護素子においては、サージ入力が入るドレイン領域１３の電
極（ドレイン電極）１６と、ゲート１５との間を、抵抗２２を介して、電気的に接続して
いる。
　ドレイン電極とゲート１５との間を電気的に接続していることにより、サージ入力がゲ
ート１５の側にも入ることになる。
　また、ドレイン電極とゲート１５との間は、抵抗２２を介して接続していることにより
、抵抗２２がない場合と比較して、抵抗２２による電圧降下を生じる分、サージ入力の電
圧に対してゲート１５の電位（電位Ａ）を下げることができる。
　なお、抵抗２２がない場合には、ダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）の側の抵抗が小さ
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くなって、ほとんどの電流が流れてしまい、ドレイン領域１３とソース領域１２との間に
電流が流れず、ｓｎａｐｂａｃｋ動作をしなくなってしまう。ダイオードの数を多くして
電流を流れにくくすれば、ｓｎａｐｂａｃｋ動作させることが可能となるが、抵抗２２が
ないと、ゲート１５とドレイン領域１３とが同じ電位になるので、図９からわかるように
、Ｖｔ１が決まった値にしかならない。
【００２６】
　ダイオードは、Ｐ領域とＮ領域の組み合わせによる単純な構造をしており、一般に、Ｍ
ＯＳ構造を作る場合に、ダイオードも同時に作りこまれる。
　抵抗も、ＭＯＳ構造を作る場合に、同時に作りこまれるのが一般的である。
　即ち、本実施の形態の保護素子において、ダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）及び抵抗
２２は、ＮＭＯＳ構造のＰＷｅｌｌ領域１１・ソース領域１２・ドレイン領域１３が形成
されている半導体層の別の部分に形成することができる。
　そのため、この保護素子のＮＭＯＳ構造の部分や保護素子が設けられる回路素子の製造
工程において、特別な工程を追加することなく、ダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）及び
抵抗２２を作製することが可能である。
　特に、ダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）のＰ領域とＮ領域の不純物濃度を、回路素子
の不純物領域やこの保護素子のＰＷｅｌｌ領域１１やソース領域１２・ドレイン領域１３
等の不純物領域のいずれかと同じ濃度とすれば、同時に形成することが可能である。
【００２７】
　次に、本実施の形態の保護素子の動作について説明する。
　まず、サージ入力として、高い電圧が入ってくると、ＮＭＯＳ構造のドレイン領域１３
及び抵抗２２に高い電圧がかかる。これにより、ダイオード２１Ａ,２１Ｂにもその閾値
電圧（半導体層がシリコンの場合は０．７Ｖ程度）以上の電圧がかかり、ダイオード２１
Ａ,２１Ｂが導通状態となる。
　このとき、図１の電位Ａは、ダイオード２１Ａ,２１Ｂによる電位上昇分、即ち０．７
Ｖ×（ダイオードの個数）となる。例えば、ダイオードが１個なら電位Ａは０．７Ｖにな
り、図１に示すようにダイオードが２個なら１．４Ｖに保たれる。
　先に説明した図９からもわかるように、ゲート電位０Ｖからゲート電位を上げていくと
、Ｖｔ１は一旦下がり、もっとゲート電位が上げると逆にＶｔ１は上昇するが、ゲート電
位０ＶのときよりはＶｔ１が小さくなる。
【００２８】
　このように、ゲート１５とグラウンドＧＮＤとの間に接続するダイオードの個数によっ
て、Ｖｔ１をコントロールすることができる。
　単純にゲートをドレインと短絡すると、Ｖｔ１はＧＧＭＯＳより下がるが、Ｖｔ１の値
はひとつに決まり、本発明のようにＶｔ１の値を制御することができない。
　なお、抵抗２２の値は、ダイオード２１Ａ,２１Ｂが導通していないときの抵抗（非常
に高い）より低く、かつ、ドレイン領域１３とソース領域１２との間にも電流が流れる最
低限の抵抗値より高ければ、値は自由に決めて構わない。
【００２９】
　ここで、ＴＣＡＤ（テクノロジーＣＡＤ）シミュレーションを用いて、本実施の形態の
保護素子において、サージ入力があったときの動作予測を行った。
　具体的には、図１に示すようにゲートとソースの間にダイオードを２個設けた構造と、
ダイオードを１個設けた構造とで、それぞれ動作予測を行った。また、比較対象として、
従来のＧＧＭＯＳ構造に対しても同様の動作予測を行った。
【００３０】
　動作予測の結果として、それぞれの構造における、ドレイン電圧と電流（ドレイン－ソ
ース間の電流）との関係を、図２に示す。
　図２より、従来のＧＧＭＯＳ構造ではＶｔ１＝８．８Ｖであったものが、本実施の形態
の構造でダイオード１個ならＶｔ１＝５．７Ｖに下がり、２個ならＶｔ１＝４．８Ｖに下
がることがわかる。
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　即ち、ダイオードの個数によってＶｔ１の値を制御できることが確認された。
【００３１】
　上述の本実施の形態の保護素子の構成によれば、ゲート１５とソース領域１２に接続さ
れた電極（ソース電極）１６とを、間に２個のダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）を介し
て接続している。
　これにより、ゲート１５の電位（電位Ａ）を、グラウンド（接地電位）ＧＮＤから正電
位にシフトさせることができ、Ｖｔ１を低減することができる。
【００３２】
　そして、ダイオードの個数は、図１の２個に限らず、１個又は３個以上とすることも可
能であり、ダイオードの個数によってゲート１５の電位を変えて、Ｖｔ１を変えることが
可能である。
　このように、ダイオードの個数によってＶｔ１を変えることが可能であるため、ダイオ
ードの個数に応じてＶｔ１を３つ以上の多くの電圧値（例えば、図２の８．８Ｖと５．７
Ｖと４．８Ｖ）に設定することが可能になる。
【００３３】
　また、本実施の形態の保護素子の構成によれば、サージ入力が入るドレイン領域１３の
電極（ドレイン電極）１６と、ゲート１５との間を、抵抗２２を介して、電気的に接続し
ている。
　これにより、抵抗２２による電圧降下を生じる分、サージ入力の電圧に対してゲート１
５の電位（電位Ａ）を下げることができる。
【００３４】
　本実施の形態の保護素子は、ＮＭＯＳ構造にダイオード２１及び抵抗２２を追加するだ
けであり、ダイオード２１及び抵抗２２は、ＭＯＳ構造を作製する際に作りこむことがで
きる。
　即ち、本実施の形態の保護素子は、追加工程を必要とせず、一般的なＭＯＳ構造作成工
程で容易に作製することができる。
【００３５】
　そして、本実施の形態の保護素子を用いて、保護素子を備えた半導体装置を構成するこ
とができる。
　例えば、半導体装置を構成する回路素子の周囲に、本実施の形態の保護素子を配置して
、サージ入力が保護素子に入力されるように構成する。
【００３６】
＜２．第２の実施の形態＞
　図１に示した、第１の実施の形態の構成では、通常の動作状態、即ちドレイン領域１３
にＶｄｄ（１．８Ｖ～５Ｖ）程度の電圧がかかっている状態では、ダイオード２１が導通
して、図１の電位Ａが０．７Ｖ×（ダイオードの個数）となる。
　このとき、ＭＯＳのチャネルが開いて、電流がドレイン領域１３からソース領域１２に
リークするため、その分の電力が消費される。
　このリーク電流を防ぐための構成を、第２の実施の形態として以下に示す。
【００３７】
　本発明の第２の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）を、図３に示す。
　本実施の形態においては、特に、図１の構成のダイオード２１及び抵抗２２に、さらに
、ダイオード２３と抵抗２４とを加えた構成となっている。
【００３８】
　ダイオード２３は、順方向がダイオード２１の２個のダイオード２１Ａ，２１Ｂと同じ
方向であり、かつ直列に接続された、４個のダイオード２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃ，２３Ｄ
から成り、抵抗２２とドレインとの間に設けられている。
　抵抗２４は、ゲート１５とソース領域１２に接続されたソース電極１６との間に、ダイ
オード２１と並列に接続されている。
【００３９】
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　なお、図３では、ダイオード２１が２個のダイオード２１Ａ，２１Ｂから成り、ダイオ
ード２３が４個のダイオード２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃ，２３Ｄから成る構成となっている
が、これらのダイオードの個数は、必要に応じて、他の個数とすることも可能である。
　また、図３では、ダイオード２３が抵抗２２よりもサージ入力の側に設けられているが
、抵抗２２がダイオード２３よりもサージ入力の側に設けられた構成とすることも可能で
ある。
【００４０】
　次に、本実施の形態の保護素子の動作について説明する。
　通常の動作状態において、ドレイン電圧がＶｄｄ＝２．７Ｖである場合には、ダイオー
ド２３の閾値電圧（０．７Ｖ×４個＝２．８Ｖ）よりもドレイン電圧が小さいため、ダイ
オード２３は導通しない。このとき、ゲート電位は０Ｖであるため、チャネルは閉じてお
り、リーク電流は流れない。
【００４１】
　これに対して、ドレイン電流がさらに上がって、ダイオード２３が導通すると、電流は
ダイオード２３、抵抗２２、抵抗２４、グラウンドＧＮＤのルートで流れる。このとき、
電流値をＩとし、抵抗２４の抵抗値をＲ２とすると、ゲート電圧はＩ×Ｒ２に上昇する。
【００４２】
　電流値Ｉがさらに増えると、ゲート電圧Ｉ×Ｒ２がダイオード２１を導通させる。
　このときのゲート電位は、ダイオード２１を導通させる電圧、即ち図３の場合には０．
７Ｖ×２個＝１．４Ｖとなる。
　なお、ドレイン電圧がさらに上昇しても、ゲート電位は１．４Ｖに保たれる。
【００４３】
　動作電圧が２．７Ｖ以外の電圧である場合でも、ダイオード２３の閾値電圧が動作電圧
よりも大きくなるように、ダイオード２３を必要な個数のダイオードで構成すればよい。
【００４４】
　このように、ドレインとゲート１５との間に接続したダイオード２３により、ドレイン
電圧がダイオード２３の導通する電圧未満の状態では、ゲート電位が０Ｖとなる。従って
、この状態においては、ドレイン領域１３とソース領域１２との間のリーク電流が流れな
いようにすることができる。
【００４５】
　その他の構成は、図１に示した第１の実施の形態と同様であるので、同一符号を付して
重複説明を省略する。
【００４６】
　上述の本実施の形態の保護素子の構成によれば、ゲート１５とソース領域１２に接続さ
れた電極（ソース電極）１６とを、間に２個のダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）と抵抗
２４とを介して接続している。
　これにより、第１の実施の形態と同様に、ゲート１５の電位（電位Ａ）を、グラウンド
（接地電位）ＧＮＤから正電位にシフトさせることができ、Ｖｔ１を低減することができ
る。
【００４７】
　そして、ダイオードの個数は、図２のダイオード２１の２個に限らず、１個又は３個以
上とすることも可能であり、ダイオードの個数によってゲート１５の電位を変えて、Ｖｔ
１を変えることが可能である。
　このように、ダイオードの個数によってＶｔ１を変えることが可能であるため、ダイオ
ードの個数に応じてＶｔ１を３つ以上の多くの電圧値に設定することが可能になる。
【００４８】
　また、本実施の形態の保護素子の構成によれば、サージ入力が入るドレイン領域１３の
電極（ドレイン電極）１６と、ゲート１５との間を、抵抗２２及びダイオード２３（２３
Ａ，２３Ｂ，２３Ｃ，２３Ｄ）を介して、電気的に接続している。
　これにより、サージ入力の電圧に対してゲート１５の電位（電位Ａ）を下げることがで
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きる。
【００４９】
　本実施の形態の保護素子は、ＮＭＯＳ構造に、ダイオード２１，２３及び抵抗２２，２
４を追加するだけであり、ダイオード２１，２３及び抵抗２２，２４は、ＭＯＳ構造を作
製する際に作りこむことができる。
　即ち、本実施の形態の保護素子は、追加工程を必要とせず、一般的なＭＯＳ構造作成工
程で容易に作製することができる。
【００５０】
　さらに、本実施の形態の保護素子の構成によれば、抵抗２２とサージ入力との間にダイ
オード２３を接続し、かつ、ダイオード２１に並列に抵抗２４を接続したことにより、ダ
イオード２３の閾値電圧以下の電圧では、ゲート１５の電位が０Ｖのままである。
　これにより、ドレイン領域１３からソース領域１２との間のリーク電流を防いで、リー
ク電流による電力消費を防ぐことができる。
【００５１】
　そして、本実施の形態の保護素子を用いて、保護素子を備えた半導体装置を構成するこ
とができる。
　例えば、半導体装置を構成する回路素子の周囲に、本実施の形態の保護素子を配置して
、サージ入力が保護素子に入力されるように構成する。
【００５２】
＜３．第３の実施の形態＞
　本発明の第３の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）を、図４に示す。
　一般に、ＭＯＳのドレインに高電圧がかかった場合には、ゲートの電圧も一緒に上昇す
る。
　本実施の形態では、このことを利用して、図４に示すように、ゲート１５をドレインと
は電気的に接続せず、ダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）を介して、グラウンド（接地電
位）ＧＮＤに接続しているだけである。
　この構成としたことにより、ドレインにサージが入った場合に、ゲート１５の電位は上
昇するが、ダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）によって、ゲート１５の電位がクランプさ
れ、それ以上の上昇が抑えられる。
【００５３】
　その他の構成は、図１に示した第１の実施の形態と同様であるので、同一符号を付して
重複説明を省略する。
【００５４】
　ここで、ＴＣＡＤ（テクノロジーＣＡＤ）シミュレーションを用いて、本実施の形態の
保護素子において、サージ入力があったときの動作予測を行った。
　具体的には、図４に示すようにゲートとソースの間にダイオードを２個設けた構造と、
ダイオードを１個設けた構造と、ダイオードの個数を非常に多くして実質的にゲートオー
プンの状態とした構造とについて、それぞれ動作予測を行った。
【００５５】
　動作予測の結果として、それぞれの構造における、ドレイン電圧と電流（ドレイン－ソ
ース間の電流）との関係を、図５に示す。
　図５に示すように、ダイオードの個数によってＶｔ１は変化する。そして、図２に示し
たようにＧＧＭＯＳ構造のＶｔ１＝８．５Ｖに対して、ダイオード１個では６．８Ｖに下
がり、ダイオード２個では６．２Ｖに下がり、ゲートオープンの状態（Ｖｔ１＝５．３Ｖ
）に近づく。
【００５６】
　本実施の形態の構成は、図１に示した第１の実施の形態や図３に示した第２の実施の形
態の各構成と比較して、ダイオードの個数の変化によるＶｔ１の制御量は小さくなるが、
同様の回路で、リーク電流が発生しないことが利点である。また、ダイオードの個数の変
化によるＶｔ１の制御量が小さくなるため、Ｖｔ１を細かく制御するのにより適している
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と言える。
【００５７】
　上述の本実施の形態の保護素子の構成によれば、ゲート１５とソース領域１２に接続さ
れた電極（ソース電極）１６とを、間に２個のダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）を介し
て接続している。
　これにより、第１の実施の形態と同様に、ゲート１５の電位（電位Ａ）を、グラウンド
（接地電位）ＧＮＤから正電位にシフトさせることができ、Ｖｔ１を低減することができ
る。
【００５８】
　そして、ダイオードの個数は、図４のダイオード２１の２個に限らず、１個又は３個以
上とすることも可能であり、ダイオードの個数によってゲート１５の電位を変えて、Ｖｔ
１を変えることが可能である。
　このように、ダイオードの個数によってＶｔ１を変えることが可能であるため、ダイオ
ードの個数に応じてＶｔ１を３つ以上の多くの電圧値に設定することが可能になる。
【００５９】
　また、本実施の形態の保護素子の構成によれば、サージ入力が入るドレイン領域１３の
電極（ドレイン電極）１６と、ゲート１５との間は電気的に接続していない。
　これにより、サージ入力の電圧の上昇に対応してゲート１５の電位（電位Ａ）が上昇す
るが、ダイオード２１によりクランプされて、ゲート１５の電位がある程度以上には上昇
しない。
【００６０】
　本実施の形態の保護素子は、ＮＭＯＳ構造に、ダイオード２１を追加するだけであり、
ダイオード２１は、ＭＯＳ構造を作製する際に作りこむことができる。
　即ち、本実施の形態の保護素子は、追加工程を必要とせず、一般的なＭＯＳ構造作成工
程で容易に作製することができる。
【００６１】
　そして、本実施の形態の保護素子を用いて、保護素子を備えた半導体装置を構成するこ
とができる。
　例えば、半導体装置を構成する回路素子の周囲に、本実施の形態の保護素子を配置して
、サージ入力が保護素子に入力されるように構成する。
【００６２】
＜４．第４の実施の形態＞
　本発明の第４の実施の形態の保護素子の概略構成図（断面図）を、図６に示す。
　本実施の形態では、図６に示すように、図１に示したと同じＮＭＯＳ構造を２個設けて
、この２個のＮＭＯＳ構造に対して共通に、ダイオード２１及び抵抗２２を設けている。
　このように、ダイオード２１及び抵抗２２が一組あれば、複数のＭＯＳゲートを制御す
ることができる。これにより、複数個の保護素子のゲートに対してそれぞれダイオード２
１及び抵抗２２の組を設けた構成と比較して、構成を簡略化できる。
【００６３】
　なお、図６では、２個のＭＯＳゲートを一組のダイオード２１及び抵抗２２で制御する
構成を示しているが、一組のダイオード２１及び抵抗２２で制御するＭＯＳゲートの個数
は３個以上とすることも可能である。
【００６４】
　その他の構成は、図１に示した第１の実施の形態と同様であるので、同一符号を付して
重複説明を省略する。
【００６５】
　上述の本実施の形態の保護素子の構成によれば、ゲート１５とソース領域１２に接続さ
れた電極（ソース電極）１６とを、間に２個のダイオード２１（２１Ａ，２１Ｂ）を介し
て接続している。
　これにより、第１の実施の形態と同様に、ゲート１５の電位（電位Ａ）を、グラウンド
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（接地電位）ＧＮＤから正電位にシフトさせることができ、Ｖｔ１を低減することができ
る。
【００６６】
　そして、ダイオードの個数は、図６のダイオード２１の２個に限らず、１個又は３個以
上とすることも可能であり、ダイオードの個数によってゲート１５の電位を変えて、Ｖｔ
１を変えることが可能である。
　このように、ダイオードの個数によってＶｔ１を変えることが可能であるため、ダイオ
ードの個数に応じてＶｔ１を３つ以上の多くの電圧値に設定することが可能になる。
【００６７】
　また、本実施の形態の保護素子の構成によれば、サージ入力が入るドレイン領域１３の
電極（ドレイン電極）１６と、ゲート１５との間を、抵抗２２を介して、電気的に接続し
ている。
　これにより、第１の実施の形態と同様に、サージ入力の電圧に対してゲート１５の電位
（電位Ａ）を下げることができる。
【００６８】
　本実施の形態の保護素子は、ＮＭＯＳ構造に、ダイオード２１及び抵抗２２を追加する
だけであり、ダイオード２１及び抵抗２２は、ＭＯＳ構造を作製する際に作りこむことが
できる。
　即ち、本実施の形態の保護素子は、追加工程を必要とせず、一般的なＭＯＳ構造作成工
程で容易に作製することができる。
【００６９】
　そして、本実施の形態の保護素子を用いて、保護素子を備えた半導体装置を構成するこ
とができる。
　例えば、半導体装置を構成する回路素子の周囲に、本実施の形態の保護素子を配置して
、サージ入力が保護素子に入力されるように構成する。
【００７０】
　図６では、ダイオード２１及び抵抗２２を、図１に示した第１の実施の形態と同様の構
成としている。
　これに対して、ダイオード及び抵抗を、図３に示した第２の実施の形態や図４に示した
第３の実施の形態と同様の構成として、複数個のＭＯＳゲートを制御することも可能であ
る。
【００７１】
＜５．変形例＞
　上述の各実施の形態では、いずれもＮＭＯＳ構造に本発明を適用していたが、本発明は
、ＰＭＯＳ構造にも適用することも可能である。
　ＰＭＯＳ構造に適用する場合には、ゲートとソース領域との間にダイオードを設ける点
は、ＮＭＯＳ構造と同じである。ただし、ＰＭＯＳ構造では、ゲートに負電圧を加える構
成であるため、ゲートとソース領域との間に設けるダイオードについて、その順方向の向
きをＮＭＯＳ構造の場合とは逆向き（グラウンドからゲートに向かう向き）にする。
【００７２】
　また、回路素子に対して保護素子を接続した半導体装置において、保護素子を複数個設
けて、複数個の保護素子が、互いにＶｔ１の異なる２個以上の保護素子を含む構成とする
ことも可能である。
　この場合、Ｖｔ１の異なる２個以上の保護素子は、ダイオードの個数を変えることによ
って作製することが可能であり、工程の追加によってＶｔ１の異なるＭＯＳ構造を別々に
作製する必要はない。そのため、時間と費用を削減することが可能である。
【００７３】
　なお、上述の各実施の形態の保護素子を用いて半導体装置を構成するときに、保護素子
と半導体装置の回路素子との接続は、従来のＧＧＭＯＳ構造の保護素子と回路素子との接
続と同様に行うことができる。例えば、サージ入力が入る配線の回路素子の手前に、保護
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素子のドレイン側を接続すればよい。
【００７４】
　本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でその他様々な構成が取り得る。
【符号の説明】
【００７５】
１１　ＰＷｅｌｌ領域、１２　ソース領域、１３　ドレイン領域、１４　ゲート絶縁膜、
１５　ゲート、１６　電極、１７　絶縁層、２１，２１Ａ，２１Ｂ，２３，２３Ａ，２３
Ｂ，２３Ｃ，２３Ｄ　ダイオード、２２，２４　抵抗
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